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令
和
６
年
度

国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
度
の
国
保
大
改
革
に
よ

り
、
府
が
市
町
村
と
と
も
に
保
険
者

と
な
り
、
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と

な
る
こ
と
で
、
安
定
的
な
財
政
運
営

や
効
率
的
な
事
業
運
営
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

６
年
間
の
経
過
措
置
期
間
を
経

て
、
令
和
６
年
度
よ
り
、
保
険
料
率

お
よ
び
減
免
基
準
が
府
内
完
全
統
一

と
な
り
、
府
内
の
ど
こ
に
住
ん
で
い

て
も
所
得
・
世
帯
構
成
が
同
じ
で
あ

れ
ば
同
じ
保
険
料
額
と
な
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
低
所
得
者

世
帯
に
対
す
る
経
過
措
置
減
免
や
令

和
５
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
後
の
物
価
高

騰
な
ど
の
影
響
を
踏
ま
え
た
全
被
保

険
者
に
対
す
る
一
律
減
免
を
市
独
自

で
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
減
免
基

準
の
府
内
完
全
統
一
に
伴
い
、
今
年

度
で
本
市
独
自
の
減
免
は
終
了
と
な

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
６
年
度
の
保
険
料
額

の
決
定
通
知
書
に
つ
い
て
は
６
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費

申
請
手
続
き
の
簡
素
化

（
自
動
払
戻
）
に
つ
い
て

　

現
在
、
70
歳
未
満
の
被
保
険
者
が

い
る
世
帯
の
高
額
療
養
費
の
支
給
に

関
し
て
は
、
対
象
月
ご
と
に
「
国
民

健
康
保
険 

高
額
療
養
費
支
給
申
請

書
」（
以
下
、「
申
請
書
」
と
い
う
。）

の
提
出
が
必
要
で
す
。
今
後
、
初
回

の
み
申
請
書
を
提
出
し
、
申
請
手
続

き
を
省
略
で
き
る
自
動
払
戻
に
登
録

す
る
こ
と
で
、
申
請
手
続
き
の
負
担

を
軽
減
で
き
ま
す
。 

　

自
動
払
戻
を
希
望
す
る
場
合
は
、

市
役
所
か
ら
３
月
下
旬
以
降
に
送
付

さ
れ
る
申
請
書
の
右
下
欄
「
希
望
し

ま
す
」
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
、
返
信

用
封
筒
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

　

な
お
、
自
動
払
戻
登
録
前
に
計
算

さ
れ
た
高
額
療
養
費
は
対
象
外
と
な

り
ま
す
。
従
来
の
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
自
動
払
戻
の
特
徴
】

●
高
額
療
養
費
が
自
動
で
振
り
込
ま

れ
ま
す

　

自
動
払
戻
の
登
録
を
す
る
と
、
適

用
要
件
に
該
当
す
る
限
り
高
額
療
養

費
が
自
動
で
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
対

象
月
ご
と
に
申
請
書
の
提
出
や
、
領

収
書
の
提
示
を
す
る
必
要
が
な
く
な

り
ま
す
。

●
指
定
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す

　

申
請
書
に
印
字
し
て
あ
る
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
の
で
、
口
座
情
報
の

記
入
は
不
要
で
す
。
未
登
録
・
変
更

の
人
は
申
請
書
に
口
座
情
報
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
今
後
変
更
を
希
望

す
る
場
合
は
、自
動
払
戻
申
請
書（
変

更
）
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
次
回
申
請
分
か
ら
自
動
払
戻
が
適

用
さ
れ
ま
す

　

毎
月
10
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

の
場
合
は
直
前
の
開
庁
日
）
ま
で
の

返
送
分
が
次
回
よ
り
適
用
と
な
り
ま

す
。

【
適
用
要
件
に
つ
い
て
】

●
国
民
健
康
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

こ
と
（
自
動
払
戻
登
録
後
、
滞
納
が

発
生
し
た
ら
自
動
払
戻
を
解
除
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
）

●
医
療
機
関
で
一
部
負
担
金
の
支
払

い
を
済
ま
せ
て
い
る
こ
と

【
同
意
事
項
に
つ
い
て
】

●
医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
支
払
い

に
つ
い
て
、
泉
佐
野
市
か
ら
医
療
機

関
へ
照
会
す
る
こ
と

●
既
に
支
給
さ
れ
た
高
額
療
養
費
の

金
額
が
再
計
算
の
結
果
減
額
と
な
っ

た
場
合
、
差
額
分
を
返
還
す
る
こ
と

【
解
除
に
つ
い
て
】

　

左
記
の
通
り
、
適
用
要
件
に
該
当

し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
自
動
払
戻

は
解
除
と
な
り
ま
す
。

●
世
帯
主
が
変
更
ま
た
は
死
亡
し
た

場
合

●
国
民
健
康
保
険
証
の
記
号
番
号
が

変
更
に
な
っ
た
場
合

●
申
請
書
の
内
容
に
偽
り
そ
の
他
不

正
が
あ
っ
た
場
合

※
自
身
に
よ
る
自
動
払
戻
の
解
除
を

希
望
す
る
場
合
は
、「
自
動
払
戻
申

請
書
（
解
除
）」
の
提
出
が
必
要
に

な
り
ま
す

【
そ
の
他
注
意
事
項
に
つ
い
て
】

●
登
録
し
な
い
場
合
は
対
象
月
ご
と

に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
提

出
が
必
要
で
す

●
自
動
払
戻
を
適
用
中
は
支
給
が
あ

る
場
合
の
み
「
高
額
療
養
費
支
給
決

定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す

●
自
動
払
戻
を
適
用
中
は
申
請
書
の

送
付
は
さ
れ
ま
せ
ん
。
各
月
の
医
療

費
は
領
収
書
や
医
療
費
通
知
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

●
世
帯
主
が
社
会
保
険
に
加
入
な
ど

で
資
格
喪
失
し
た
場
合
も
自
動
払
戻

は
継
続
さ
れ
ま
す

●
交
通
事
故
な
ど
第
三
者
行
為
に
よ

り
負
傷
を
受
け
た
と
き
は
、
必
ず
そ

の
旨
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
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国保年金ほか

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

の
独
自
給
付

【
寡
婦
年
金
】

　

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料

を
納
め
た
期
間
と
保
険
料
を
免
除
さ

れ
た
期
間
を
合
算
し
て
10
年
以
上
あ

る
夫
が
、
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
老

齢
基
礎
年
金
の
い
ず
れ
の
年
金
も
受

け
ず
に
亡
く
な
っ
た
場
合
、
婚
姻
期

間
（
内
縁
関
係
を
含
む
）
が
10
年
以

上
あ
る
妻
が
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る

ま
で
の
間
、
夫
が
受
け
ら
れ
る
は
ず

で
あ
っ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４
分

の
３
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
死
亡
一
時
金
】

　

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料

を
３
年
以
上
（
全
額
納
付
し
た
月
は

１
ヵ
月
、
４
分
の
１
免
除
は
４
分
の

３
ヵ
月
、
半
額
免
除
は
２
分
の
１
ヵ

月
、
４
分
の
３
免
除
は
４
分
の
１
ヵ

月
で
計
算
さ
れ
ま
す
）納
め
た
人
が
、

障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
老
齢
基
礎
年

金
の
い
ず
れ
の
年
金
も
受
け
ず
に
亡

く
な
っ
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
・
子
な
ど
）

に
死
亡
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
遺
族
が
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

※
死
亡
一
時
金
を
受
け
る
権
利
の
時

効
は
、
死
亡
日
の
翌
日
か
ら
２
年
で

す
。
死
亡
一
時
金
と
寡
婦
年
金
の
両

方
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
、
支
給
を

受
け
る
人
の
選
択
に
よ
っ
て
、
ど
ち

ら
か
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
は

お
済
み
で
す
か
？

　

今
月
は
、
国
民
健
康
保
険
料
の
最

終
納
期
限
（
第
10
期
）
で
す
。
保
険

料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

保
険
証
の
有
効
期
限
が
短
く
な
る
ほ

か
、
資
格
証
明
書
の
交
付
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
期
限
ま
で
に
納
め
た
人

と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
滞
納
し

て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
・
預
貯

金
・
給
料
な
ど
）
を
調
査
し
、
差
し

押
さ
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
納
期
限
ま
で
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。
納
付
が
困
難
な
事
情
が

あ
る
場
合
は
、
納
付
猶
予
や
分
割
納

付
の
相
談
も
で
き
ま
す
の
で
、
電
話

で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

見守リリー▶見守リリー▶

南海線「泉佐野」駅前南海線「泉佐野」駅前
　　　☎469-2240 　　　☎469-2240 

相談受付相談受付
　午前9時～　午前9時～
　　午後4時30分　　午後4時30分

見守リリー▶

南海線「泉佐野」駅前
　　　☎469-2240 

相談はお早めに
　センターへ！！

相談受付
　午前9時～
　　午後4時30分

引っ越しの際の破損・紛失トラ
ブルに気を付けて

【
事
例
】

　

引
越
事
業
者
に
荷
造
り
を
任
せ
て

引
っ
越
し
を
し
た
際
、
有
名
作
家
が

作
っ
た
一
点
も
の
の
陶
器
の
縁
が
欠

け
て
し
ま
っ
た
。
引
越
事
業
者
は

責
任
を
認
め
て
弁
償
す
る
と
言
う
の

で
、
約
４
万
円
と
申
告
し
た
が
、
事

業
者
が
提
示
し
た
金
額
は
ず
い
ぶ
ん

少
な
か
っ
た
。
事
前
に
貴
重
な
陶
器

作
品
と
は
申
告
し
て
い
な
い
が
、
有

名
作
家
が
作
っ
た
の
で
今
購
入
し
た

ら
も
っ
と
高
額
で
あ
る
。
納
得
で
き

な
い
。（
60
歳
代
）

【
ひ
と
こ
と
ア
ド
バ
イ
ス
】

●
引
っ
越
し
の
際
に
「
荷
物
が
破
損

し
た
」「
紛
失
し
た
」
と
い
っ
た
相

談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
引
っ
越

し
の
契
約
に
は
、
国
が
定
め
た
標
準

引
越
運
送
約
款
か
国
土
交
通
大
臣
の

認
可
を
得
た
事
業
者
独
自
の
約
款
が

使
用
さ
れ
、
契
約
内
容
は
原
則
、
契

約
し
た
際
の
約
款
の
記
載
に
従
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
契
約
の
際
は
、
約

款
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
貴
重
品
や
壊
れ
や
す
い
も
の
な
ど

は
あ
ら
か
じ
め
事
業
者
に
申
告
し
ま

し
ょ
う
。

●
破
損
や
紛
失
が
あ
っ
た
場
合
、
荷

物
の
引
き
渡
し
後
３
ヵ
月
以
内
に
申

し
出
な
い
と
事
業
者
の
責
任
が
消
滅

し
ま
す
。
引
っ
越
し
完
了
後
は
、
す

ぐ
に
荷
物
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

●
損
害
賠
償
が
受
け
ら
れ
る
場
合

も
、
購
入
時
の
価
格
が
補
償
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
ま
し

ょ
う
。

　

困
っ
た
時
は
、
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

参
考
：
（
独
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

「
見
守
り
新
鮮
情
報 

第
４
４
４
号
」

▶
イ
ラ
ス
ト
：
黒
崎　

玄
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